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令和７年度令和７年度令和７年度令和７年度

このパンフレット掲載の情報は、 令和７年4月25日時点のものです

「東京都中小企業制度融資」 とは…
者三の関機融金、会協証保用信京東、都京東、うよるけだたいてし達調に滑円を金資な要必に業事、にまさなみの業企小中�　

が協調して資金を供給するものです。
ーニの等化定安の営経、換転業事、プッアトータス・業創、かほの組取のへ等業育・クーワレテ、や進推のXD・躍活性女・ＴＴＨ ●

ズに応じた多様な融資メニューをご利用いただけます。
。すまりあがーュニメ資融るれらけ受をどな援支営経や助補の料証保用信、てせ併と資融 ●

主な新規 ・拡充内容

中小企業の様々な取組を資金面から支援します︕

〇「政策課題対応資金（HTT・女性活躍・DX・育業等）」【拡充】

〇 「ＤＸ・イノベ・産業育成支援」︓①パートナーシップ構築を宣言し公表、②国の 「ＤＸ認定」等を取得した中小企業者等を対象に追加（信用保証料︓
小規模企業者 1/2補助）

〇 「女性活躍推進融資」︓①国の 「えるぼし認定」 を取得、 ②女性活躍推進法で公開義務がなく、 国の女性活躍推進データベースへ登録した中小
企業者等を対象に追加（信用保証料︓全事業者 1/2 または 2/3補助）

〇 「働き方改革支援」︓賃上げを行い、 生産性向上等に取り組む中小企業者等を対象に追加（信用保証料︓全事業者2/3補助）

〇 「プロパー協調＜全国統一保証制度︓協調支援型特別保証＞」 【新設】
〇民間金融機関による積極的な経営支援を促し、 中小企業の多岐にわたる経営課題に対応した資金繰りを支援（国が R7年度から３年間、 段
階的に保証料を補助）

〇 「スタートアップ支援」 【拡充】
〇 「創業融資」 を利用している中小企業者等を対象に追加（信用保証料︓全事業者 2/3補助）

〇「海外展開支援」【拡充】

〇融資対象の支援機関を追加するほか、 融資期間を拡充（10年→ 15年）

〇 「経営力強化保証対応型」 の継続

〇金融機関をはじめとする支援機関が継続的に経営支援を行いながら資金繰りを支援する、 国の保証制度を活用したメニューを継続

〇 「経営一般」 【拡充】

〇営業利益率が前年同期比 20％以上減少した中小企業者等を対象に追加するとともに、 融資限度額を引上げ（1億円→ 2億 8千万円）
〇米国関税措置関連により、事業活動に支障を生じている中小企業者等を融資対象に追加（信用保証料︓全事業者１/２補助）

〇 「フェニックス金融支援パッケージ」（経営改善）【改定】

〇国の経営改善サポート保証（経営改善 ・再生支援強化型）に対応
〇抜本的な経営改善に対する都の支援（信用保証料︓全事業者負担分の 2/3相当分を補助）

〇「事業再構築 ・業態転換」【拡充】
〇様々な課題を抱える中小企業に対し、 金融機関等と連携して資金繰りと経営改善を支援する仕組みを対象に追加（信用保証料︓全事業者
2/3補助）

〇「エネルギー・ ウクライナ情勢・円安等対応緊急融資」 の継続
エネルギー危機、 円安等の要因、 売上や利益率減少（いずれも△10％）などの様々な経営悪化要因により事業活動に影響が生じる中小企業者等を支援
〇都の感染症融資（※）の借換にも対応（融資限度額2.8億円の範囲内）※利子補給は引き継がれません

）外象対は」国全症染感「（」換借症染感「」応対症染感「」）みのナロコ（資融応対機危「資融度制業企小中都京東度年2・度年元和令※
〇信用保証料︓8千万円まで全事業者4/5補助・8千万円超は小規模企業者3/4補助・小規模以外2/3補助

【令和7年4月25日追加】

※融資利率等については年度途中に改定する場合があります。
　最新の情報はこちらの要項をご確認ください。
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中小企業者の定義は8ページをご覧ください。

92



ー 2 ー ー 3 ー

中小企業者の定義は8ページをご覧ください。
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７ ４ １
（92金融機関・50音順）
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「HTT・ゼロエミッション支援」の脱炭素化促進支援特例を利用する場合
「働き方改革支援」の「テレワーク東京ルール」実践企業宣言特例、
「小口」の小口支援特例、「創業」の創業支援特例、「創業経保」の
創業経保支援特例を利用する場合
「HTT・ゼロエミッション支援」の地域金融機関による脱炭素化支援特例、
「経営強化」の強化認定革新特例、「事業・業態転換」の省エネルギー推進支援特例又は
「事業承継」の事業承継支援特例を利用する場合
「組合向け」の官公需適格特例を利用する場合

6

１ 責任共有制度の対象となる場合

融資メニュー
固定金利［融資期間ごとに設定］

３年以内 ３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内

10年超
15年以内 変動金利（※）

女性活躍推進 1.45％以内 1.95％以内 －
DX ・ イノベ ・ 産業育成支援、 働き方改
革支援、 ソーシャルビジネス ・ ソーシャル
ファーム支援、HTT・ゼロエミッション支援、
事業 ・業態転換

1.85％以内 2.35％以内 －

組合向け 2.25％以内 2.45％以内 2.65％以内 2.85％以内
－

短プラ＋0.9％以内
創業 1.85％以内 1.95％以内 2.15％以内 2.35％以内 短プラ＋0.4％以内
事業承継、 経営セーフ、 経営一般、 経
営改善、危機対応、スタートアップ支援、
M&A促進、 エネルギー ・ ウクライナ ・
円安等

1.85％以内 1.95％以内 2.15％以内 2.35％以内 2.55％以内 －

補助金・助成金つなぎ、 海外展開支援、
ビジネスチャンス・ナビ、 設備投資・企業立
地促進、 経営強化、チャレンジ

1.85％以内 1.95％以内 2.15％以内 2.35％以内 2.55％以内 短プラ＋0.4％以内

２ 責任共有制度の対象外となる場合

融資メニュー
固定金利［融資期間ごとに設定］

３年以内 ３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内

10年超
15年以内 変動金利（※）

女性活躍推進 1.25％以内 1.75％以内 －
DX ・ イノベ ・ 産業育成支援、 働き方改
革支援、 ソーシャルビジネス ・ ソーシャル
ファーム支援、HTT・ゼロエミッション支援、
事業 ・業態転換

1.65％以内 2.15％以内 －

小口　フリーランス、 組合向け、
クイックつなぎ（小口） 2.05％以内 2.25％以内 2.45％以内 2.65％以内 短プラ＋0.7％以内

創業 1.65％以内 1.75％以内 1.95％以内 2.15％以内 － 短プラ＋0.2％以内
事業承継、 経営セーフ、 経営一般、 経
営改善、危機対応、スタートアップ支援、
M&A促進、 エネルギー ・ ウクライナ ・
円安等

1.65％以内 1.75％以内 1.95％以内 2.15％以内 2.35％以内 －

補助金・助成金つなぎ、 海外展開支援、
ビジネスチャンス・ナビ、 設備投資・企業立
地促進、 経営強化、チャレンジ

1.65％以内 1.75％以内 1.95％以内 2.15％以内 2.35％以内 短プラ＋0.2％以内

３ 金融機関所定利率

融資メニュー
金融機関提案、 事業一般 ・ 小規模特別、 協調支援型（事業一般）、 経
営者保証非提供促進型（事業一般）、 プロパー借換（経営者保証非提供
促進型）、 クイックつなぎ（事業一般）、 極度枠設定、 特別借換、 企業再生
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「HTT・ゼロエミッション支援」の脱炭素化促進支援特例を利用する場合
「働き方改革支援」の「テレワーク東京ルール」実践企業宣言特例、
「小口」の小口支援特例、「創業」の創業支援特例、「創業経保」の
創業経保支援特例を利用する場合
「HTT・ゼロエミッション支援」の地域金融機関による脱炭素化支援特例、
「経営強化」の強化認定革新特例、「事業・業態転換」の省エネルギー推進支援特例又は
「事業承継」の事業承継支援特例を利用する場合
「組合向け」の官公需適格特例を利用する場合

6

「創業経営者保証不要型」

※「事業者選択型経営者保証非提供制度」を適用する場合は、上記の信用保証料率に0.25％～0.45％が上乗せされます。

「協調支援型特別保証」

事業再生計画実施関連保証（経営改善・再生支援対応型）制度に係る保証

【保証人】
〇　法人の場合…必要となる場合があります。 ただし、 代表者以外の連帯保証人は原則として不要です。
〇　個人の場合…連帯保証人は原則として不要です。
〇　組合の場合…�必要となる場合があります。 必要な場合は、 原則として代表理事のみを連帯保証人としますが、

個々の組合の事情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができます。

なお、国の「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、原則として利用者が次の(1)又は(2)のいずれかに該当
し、保証協会が認める場合、法人代表者等の保証を不要とすることができます。
(1)申込金融機関が、そのプロパー融資（信用保証協会又は保証会社等による保証を付さない融資）について法
人代表者等の保証を不要とし、担保による保全が図られていない場合であって、法人と代表者の分離、債務超過で
もなく２期連続赤字でもない等の要件を充足している場合。
(2)法人又は代表者本人等が所有する不動産について担保提供があり、十分な保全が図られる場合
また、上記(1)、(2)を満たさない場合であっても、以下のいずれにも該当する場合、信用保証料の上乗せによって

法人代表者等の連帯保証を不要とすることを選択できます。
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（事業者選択型経営者保証非提供制度の適用）
ア　�過去２年間（法人の設立日から２年経過していない場合は、 その期間）において貸借対照表、 損益計算
書等その他の財産、 損益又は資金繰りの状況を示す書類を当該金融機関の求めに応じて提出している場合

イ　�直近の決算書において代表者への貸付金等がなく、 かつ、 代表者への役員報酬、 賞与、 配当等が社会通念
上相当と認められる額を超えていない場合

ウ　�直近の決算において債務超過ではない（純資産の額がゼロ以上である）こと、 又は直近２期の決算において
減価償却前経常利益が連続して赤字ではない場合

エ　�上記ア及びイの要件について、 継続的に充足することを誓約する 「事業者選択型経営者保証非提供制度要
件確認書兼誓約書」 を提出している場合

オ　中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望している場合

【物的担保】
〇　�既往の保証付融資残高と新規の保証付融資額の合計が 8,000 万円以下の場合は、 原則として無担保とし

ます。 合計が 8,000 万円を超える場合は、 物的担保が必要となります。
※　詳細については、 融資ごとに定めます。
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▶　中小企業者
　次の表のいずれかに該当するものをいいます。 （中小企業信用保険法第2条第1項による。）

※１　資本金又は従業員数のいずれか一方の要件を満たせばよい。また、個人事業者
　　　及び特定非営利活動法人は資本金の要件を適用しない。
※２　製造業等の「等」とは、卸売業、小売業及びサービス業以外の業種をいう。
　　〔業種例〕建設業、不動産業、運送業、出版業　など
※３　特定非営利活動法人の場合、ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ
　　　及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く）は従業員数300人
　　　以下、旅館業は同100人以下。
※４　飲食業を含む。
※５　医業を主たる事業とする法人

▶　小規模企業者
　次の表のいずれかに該当するものをいいます。 （中小企業信用保険法第2条第3項による。）

※１　製造業等の「等」とは、卸売業、小売業・飲食業及びサービス業以外の業種をいう。
　　　〔業種例〕建設業、不動産業、運送業、出版業　など
※２　飲食業を含む。
※３　特定非営利活動法人の場合、宿泊業及び娯楽業は従業員数5人以下。
※４　医業を主たる事業とする法人

 業  種   資本金※1 従業員数※1 
製 造 業 等 ※2 3億円以下  300人以下  

 
ゴム製品製造業  
（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ
製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。） 

3億円以下  900人以下※3 

卸 売 業 1億円以下  100人以下  
小 売 業 ※4 5,000万円以下  50人以下  
サ ー ビ ス 業 5,000万円以下 100人以下  
 ソフトウェア業、情報処理サービス業 3億円以下  300人以下  
 旅行業 3億円以下  300人以下  
 旅館業 5,000万円以下 200人以下※3 
医 療 法 人 等 ※5 （条件なし） 300人以下  

 

業  種 従業員数 
製 造 業 等※１  20人以下  
卸 売 業  5人以下  
小 売 業※２   5人以下  
サ ー ビ ス 業  5人以下  
 ソフトウェア業、情報処理サービス業  20人以下  
 旅行業  20人以下  
 宿泊業、娯楽業  20人以下※３  
医 療 法 人 等※４  20人以下  

 



ー 8 ー

▶　中小企業者
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令和７年度　東京都中小企業制度融資一覧①

融 資 メ ニ ュ ー 融 資 対 象 融 資 限 度 額
（　）内は組合

融 資 期 間
（　）内は据置期間

　　融 資 利 率（年率） 
固定：固定金利、 変動：変動金利

[＊ ]：責任共有制度対象外となる場合の金利
保 証 人 物 的 担 保 保 証 料 補 助 掲載

ページ
細　目 略　称 運転資金 設備資金

政
策
課
題
対
応
資
金
（
Ｈ
Ｔ
Ｔ
・
女
性
活
躍
・
Ｄ
Ｘ
・
育
業
等
）

DX・イノベ・
産業育成支援融資
（DX）

DX・イノベ・
産業育成支援 ＤＸ 「令和７年度　東京都中小企業制度融資　融資対象一覧　DX」に記載の融資対象のいずれかに該当する中小企業者又は組合 2億 8,000万円

（4億 8,000 万円）
15年以内
（2年以内）

固定1.85％以内～2.35％以内
[＊ ]固定1.65％以内～2.15％以内

必要となる場合がある

新規の保証を含めた
保証の合計額が
８千万円超の場合は

原則必要

小規模企業者
2分の1 14

女性活躍推進融資
（女性） 女性活躍推進 女性

（１）又は（２）に該当する中小企業者又は組合
　（１）「令和７年度　東京都中小企業制度融資　融資対象一覧　女性」に記載の融資対象のいずれかに該当するもの
　（２）ア及びイに該当するもの
　　ア　常時使用する従業員の数が100人以下のもの
　　イ　厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」に登録し、一般事業主行動計画及び女性活躍に関する情報（１項目以上）を公表していること。

2億 8,000万円
（4億 8,000 万円）

15年以内
（2年以内）

固定1.45％以内～1.95％以内
[＊ ]固定1.25％以内～1.75％以内

全事業者
3分の2
又は
2分の1

15

社会課題解決融資
（社会課題）

働き方改革支援 働き方

（１）又は（２）に該当する中小企業者又は組合
　（１）「令和７年度　東京都中小企業制度融資　融資対象一覧　働き方①②」に記載の融資対象のいずれかに該当するもの
　（２）ア及びイに該当するもの
　　ア　全雇用者給与等支給額が、前事業年度と比べて1.5%以上増加していること。
　　イ　賃上げを通じた生産性向上や価格転嫁等に取り組むこと。

2億 8,000万円
（4億 8,000 万円）

15年以内
（2年以内）

固定1.85％以内～2.35％以内
[＊ ]固定1.65％以内～2.15％以内

全事業者
3分の2
又は
2分の1

16

「テレワーク東京ルール」
実践企業宣言特例

働き方
・テレ宣

働き方改革支援の融資対象であって「令和７年度　東京都中小企業制度融資　融資対象一覧　働き方・テレ宣」に記載の融資対象のいずれかに該
当する中小企業者又は組合 上記利率より 0.4%優遇

ソーシャルビジネス・
ソーシャルファーム支援 ソーシャル 「令和７年度　東京都中小企業制度融資　融資対象一覧　ソーシャル」に記載の融資対象のいずれかに該当する中小企業者又は組合 2億 8,000万円

（4億 8,000 万円） 固定1.85％以内～2.35％以内
[＊ ]固定1.65％以内～2.15％以内

全事業者
2分の1 17

ＨＴＴ・ゼロエ
ミッション支援

ＨＴＴ・
ゼロエミ 「令和７年度　東京都中小企業制度融資　融資対象一覧　HTT・ゼロエミ」に記載の融資対象のいずれかに該当する中小企業者又は組合

2億 8,000万円
（4億 8,000 万円）

全事業者
3分の2 18脱炭素化促進

支援特例
ゼロエミ・
促進 「令和７年度　東京都中小企業制度融資　融資対象一覧　ゼロエミ・促進」に記載の融資対象のいずれかに該当する中小企業者又は組合 上記利率より 0.6%優遇

地域金融機関による
脱炭素化支援特例

ゼロエミ・
連携 「令和７年度　東京都中小企業制度融資　融資対象一覧　ゼロエミ・連携」に記載の融資対象のいずれかに該当する中小企業者又は組合 上記「HTT・ゼロエミ」の利率より

0.2%優遇
金融機関提案融資
（金融提案） 金融機関提案 金融提案 中小企業が直面する課題や東京都の政策課題の解決に資するため、金融機関が有する独自の工夫、ノウハウ及びネットワークを活用し、支援する

中小企業者又は組合（融資対象、融資条件は取扱金融機関ごとに設定）
2億 8,000万円
（4億 8,000 万円） 金融機関所定 金融機関所定 全事業者

0.2%相当分 20

一
般
的
な
事
業
運
営
資
金

小規模事業融資
（小）

小口
フリーランス

（国の全国統一保証制度）
小口 この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下の小規模企業者（2 ﾍﾟｰｼﾞの「２定義　小規模企業者」を参照）

2,000万円
（同）

7年以内
（１年以内）

10年以内
（１年以内）

[＊ ]固定2.05％以内～2.65％以内又は変動

原則として不要 全事業者
2分の1

23

小口支援特例 小口・支援
（１）又は（２）に該当すること
　（１）商工会議所・商工会の経営指導を直近1年以内に6か月以上複数回受けていること。
　（２）経営革新計画に係る中小企業診断士の実施フォローアップを受けていること。

上記利率より0.4%優遇

クイックつなぎ（小口）
（国の全国統一保証制度） 小口つなぎ

（１）から（３）の全てを満たす小規模企業者
　（１）この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であること。
　（２）東京都中小企業制度融資又は東京都内の区市町が実施している融資制度で保証協会の保証付融資を利用していること。
　（３）（２）の保証付融資の元金を、原則として1年以上にわたり約定どおり返済していること。

300万円
（同） 2年以内 ー [＊ ]固定2.05％以内又は変動 25

一般事業融資
（事業） 事業一般・小規模特別 事業・小企 中小企業者又は組合 2億 8,000万円

（4億 8,000 万円）
7年以内

（6か月以内）
10年以内

（6か月以内）

金融機関所定

新規の保証を含めた
保証の合計額が
８千万円超の場合は

原則必要
― 26

受注対応特例 事業・受注 確定した受注（取引先から商品・サービス等の発注を受け、2年以内に売上金が入金される契約をいう。）があり、その受注に対応するための資金
を必要とする中小企業者又は組合

1億円
（2億円）

2年以内
（2年以内） ー

経営者保証
非提供促進型
（事業一般）

経保非提供
促進

（国の全国統一保証制度）
国の「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度要綱（都が別に指定する、保証制度改正等に伴う後継保証制度の要綱を含む）」に定める要
件に該当すること。

8,000万円（同）
＜対象となる保証毎に設定
（一般、SN（4号又は 5号

に限る））＞

10年以内
（1年以内）

徴求不可

徴求不可 全事業者
0.1％国が補助 27

プロパー借換
（経営者保証非提供促進型）

（事業一般）

プロパー
経保

（国の全国統一保証制度）
国の「プロパー融資借換特別保証制度要綱（都が別に指定する、保証制度改正等に伴う後継保証制度の要綱を含む）」に定める要件に該当すること。

2億 8,000万円
（4億 8,000 万円）

（ただし、経営者保証を
提供していないプロパー
融資残高の範囲内）

10年以内
（1年以内） ー

新規の保証を含めた
保証の合計額が
８千万円超の場合は

原則必要

― 28

協調支援型特別保証対応型
（事業一般） プロパー協調（国の全国統一保証制度）国の「協調支援型特別保証制度要綱（都が別に指定する、保証制度改正等に伴う後継保証制度の要綱を含む）」に定める要件に該当すること。

2億 8,000万円
（4億 8,000 万円）

10年以内
（1年以内又は3年以内）

必要となる場合がある

全事業者
2分の1又は4分の1

国が補助
29

クイックつなぎ
（事業一般） 事業つなぎ

（１）及び（２）に該当する中小企業者又は組合
　（１）東京都中小企業制度融資又は東京都内の区市町が実施している融資制度で保証協会の保証付融資を利用していること。
　（２）上記の保証付融資の元金を、原則として1年以上にわたり約定どおり返済していること。

500万円
（同） 2年以内 ー

―

30

補助金・助成金つなぎ 助成つなぎ

次の（１）から（５）に該当する補助金・助成金等の交付決定を受けた事業を行う中小企業者又は組合
　（１）東京都が所管するもの
　（２）東京都内の区市町村が所管するもの
　（３）国及び独立行政法人・国立研究開発法人が所管するもの
　（４）都の関係団体（都の政策連携団体・都の事業協力団体、都が設立した地方独立行政法人）が所管するもの
　（５）上記（１）から（３）の機関が他の団体に委託・補助して行うもの

1億円
（2億円）

補助金・助成金交付
決定額の未交付金額の
3分の 2以内

10年以内
ただし、補助金・助成金の交付決定
から助成対象期間終了日の属する月
の６か月後の月末までの期間とする。

固定1.85％以内～2.35％以内又は変動
[＊ ]固定1.65％以内～2.15％以内又は変動 31

極度枠設定 極度

（１）及び（２）に該当する中小企業者又は組合
　（１）引き続き2年以上（売上発生から2年以上）にわたり、原則として同一事業を営んでいること。
　（２）ア又はイのいずれかに該当すること。
　　　ア　法人の場合は、直近の決算において経常利益を計上し、債務超過でないもの。
　　　イ　個人事業者の場合は、直近2期の所得税の確定申告において「課税される所得金額」のあるもの。

1億円
（2億円） 2年以内 ー 金融機関所定 32

組合向け 組 事業協同組合等 （2億円）
（転貸1組合員
3,500万円）

7年以内
（6か月以内）

10年以内
（6か月以内）

固定2.25％以内～2.85％以内又は変動
[＊ ]固定2.05％以内～2.65％以内又は変動

信用保証なし
の場合
必要に応じ
有担保

33
官公需適格特例 組・官公需 「官公需適格組合」としての証明を受けている組合 上記より0.1%優遇

新
た
な
事
業
展
開
資
金

創業融資
（創業） 創業 創業

（１）から（３）のいずれかに該当するもの
　（１）事業を営んでいない個人で、東京都内で創業しようとする具体的計画を有するもの
　（２）創業した日から5年未満である 中小企業者又は組合
　（３）東京都内で分社化しようとする会社又は分社化により設立された日から5年未満の会社 3,500万円

（同）
7年以内
（1年以内）

10年以内
（1年以内）

固定1.85％以内～2.35％以内又は変動
[＊ ]固定1.65％以内～2.15％以内又は変動

原則として不要

全事業者
3分の2

34
創業支援特例 創業・支援

創業の融資対象であって、（１）又は（２）に該当するもの
　（１）産業競争力強化法に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受け、区市町村長の証明を受けていること。
　（２）商工会議所・商工会、公益財団法人東京都中小企業振興公社又は保証協会より認定特定創業支援等事業に準ずる支援を受け、その証明
を受けていること。

上記より 0.4%優遇

創業経営者保証不要型 創業経保 （国の全国統一保証制度）
国の「スタートアップ創出促進保証制度要綱（都が別に指定する、保証制度改正等に伴う後継保証制度の要綱を含む）」に定める要件に該当すること。

3,500万円 10年以内
（1年以内又は3年以内）

[＊ ]固定1.65％以内～2.15％以内又は変動

徴求不可 徴求不可
創業経保
支援特例

創業経保・
支援

創業経営者保証不要型の融資対象であって、（１）又は（２）に該当するもの
　（１）産業競争力強化法に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受け、区市町村長の証明を受けていること。
　（２） 商工会議所・商工会、公益財団法人東京都中小企業振興公社又は保証協会より認定特定創業支援等事業に準ずる支援を受け、その証明を受

けていること。
上記より 0.4%優遇

スタートアップ支援 スタート
アップ

（１）又は（２）に該当する中小企業者又は組合
　（１）「令和７年度　東京都中小企業制度融資　融資対象一覧　スタートアップ」に記載の融資対象のいずれかに該当する中小企業者又は組合
　（２）次のア及びイに該当すること。
　　ア　創業した日又は分社化により設立された日から5年未満であること。
　　イ　創業又は創業経保の利用残高がある（本件と同時に融資実行する場合を含む。）こと。

2億8,000万円
（同）

15年以内
（2年以内）

固定1.85％以内～2.55％以内又は変動
[＊ ]固定1.65％以内～2.35％以内又は変動

必要となる場合がある

新規の保証を含めた
保証の合計額が
８千万円超の場合は

原則必要
36

販路開拓融資
（販路） 海外展開支援 海外展開 独立行政法人日本貿易振興機構、信金中央金庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構若しくは公益財団法人東京都中小企業振興公社による海外展

開に関する支援又は自らの取組により、海外展開に関する事業計画を策定し実行する中小企業者 2億 8,000万円 15年以内
（2年以内）

固定1.85％以内～2.55％以内又は変動
[＊ ]固定1.65％以内～2.35％以内又は変動

新規の保証を含めた
保証の合計額が
８千万円超の場合は

原則必要

小規模企業者
2分の1 37

ビジネスチャンス・
ナビ ナビ ビジネスチャンス・ナビにユーザー登録している中小企業者又は組合 1億円

（同）
10年以内
（1年以内）

固定1.85％以内～2.35％以内又は変動
[＊ ]固定1.65％以内～2.15％以内又は変動 ― 38

設備融資
（設備） 設備投資

・
企業立地促進

設備立地

【設備投資（略称：設備投資）】
事業の実施に必要な設備（機械・装置、工具・器具、備品等）の導入、増強、改良、補修等（テレワーク又はＤＸ推進に資する設備並びに、ICT・
IoT・AI・ロボットを活用した設備の導入を含む。）、又は建物の改修、建替等（耐震化、バリアフリー化を含む。）を行う中小企業者 2億 8,000万円 15年以内

（2年以内）
固定1.85％以内～2.55％以内又は変動

[＊ ]固定1.65％以内～2.35％以内又は変動
全事業者
3分の2 39

【企業立地促進（略称：立地促進）】
引き続き1年以上（売上発生から1年以上）同一事業を営んでおり、東京都内において工場・事務所・店舗の新増設、移転等を行う中小企業者 原則必要

経営強化融資
（強化） 経営強化 強化 【強化認定（略称：強化認定）】

中小企業等経営強化法の認定を受けている中小企業者又は組合 1億円
（2億円）

10年以内
（2年以内）

固定1.85％以内～2.35％以内又は変動
[＊ ]固定1.65％以内～2.15％以内又は変動 新規の保証を含めた

保証の合計額が
８千万円超の場合は

原則必要

小規模企業者
2分の1

41強化認定
革新特例

強化認定・
革新

経営革新計画（中小企業等経営強化法）に係る中小企業診断士の実施フォローアップを受けたことについて確認申請書により確認を受けていること .
（経営強化認定（略称：強化認定）の融資対象者のみ利用可能） 上記より0.2%優遇

経営力強化
保証対応型 都経営力強化（国の全国統一保証制度）金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者又は組合

2億 8,000万円
（4億 8,000 万円）

5年又は10年以内
（1年以内）

7年又は10年以内
（1年以内） 固定1.85％以内～2.35％以内 43
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融 資 メ ニ ュ ー 融 資 対 象 融 資 限 度 額
（　）内は組合

融 資 期 間
（　）内は据置期間

　　融 資 利 率（年率） 
固定：固定金利、 変動：変動金利

[＊ ]：責任共有制度対象外となる場合の金利
保 証 人 物 的 担 保 保 証 料 補 助 掲載

ページ
細　目 略　称 運転資金 設備資金

政
策
課
題
対
応
資
金
（
Ｈ
Ｔ
Ｔ
・
女
性
活
躍
・
Ｄ
Ｘ
・
育
業
等
）

DX・イノベ・
産業育成支援融資
（DX）

DX・イノベ・
産業育成支援 ＤＸ 「令和７年度　東京都中小企業制度融資　融資対象一覧　DX」に記載の融資対象のいずれかに該当する中小企業者又は組合 2億 8,000万円

（4億 8,000 万円）
15年以内
（2年以内）

固定1.85％以内～2.35％以内
[＊ ]固定1.65％以内～2.15％以内

必要となる場合がある

新規の保証を含めた
保証の合計額が
８千万円超の場合は

原則必要

小規模企業者
2分の1 14

女性活躍推進融資
（女性） 女性活躍推進 女性

（１）又は（２）に該当する中小企業者又は組合
　（１）「令和７年度　東京都中小企業制度融資　融資対象一覧　女性」に記載の融資対象のいずれかに該当するもの
　（２）ア及びイに該当するもの
　　ア　常時使用する従業員の数が100人以下のもの
　　イ　厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」に登録し、一般事業主行動計画及び女性活躍に関する情報（１項目以上）を公表していること。

2億 8,000万円
（4億 8,000 万円）

15年以内
（2年以内）

固定1.45％以内～1.95％以内
[＊ ]固定1.25％以内～1.75％以内

全事業者
3分の2
又は
2分の1

15

社会課題解決融資
（社会課題）

働き方改革支援 働き方

（１）又は（２）に該当する中小企業者又は組合
　（１）「令和７年度　東京都中小企業制度融資　融資対象一覧　働き方①②」に記載の融資対象のいずれかに該当するもの
　（２）ア及びイに該当するもの
　　ア　全雇用者給与等支給額が、前事業年度と比べて1.5%以上増加していること。
　　イ　賃上げを通じた生産性向上や価格転嫁等に取り組むこと。

2億 8,000万円
（4億 8,000 万円）

15年以内
（2年以内）

固定1.85％以内～2.35％以内
[＊ ]固定1.65％以内～2.15％以内

全事業者
3分の2
又は
2分の1

16

「テレワーク東京ルール」
実践企業宣言特例

働き方
・テレ宣

働き方改革支援の融資対象であって「令和７年度　東京都中小企業制度融資　融資対象一覧　働き方・テレ宣」に記載の融資対象のいずれかに該
当する中小企業者又は組合 上記利率より 0.4%優遇

ソーシャルビジネス・
ソーシャルファーム支援 ソーシャル 「令和７年度　東京都中小企業制度融資　融資対象一覧　ソーシャル」に記載の融資対象のいずれかに該当する中小企業者又は組合 2億 8,000万円

（4億 8,000 万円） 固定1.85％以内～2.35％以内
[＊ ]固定1.65％以内～2.15％以内

全事業者
2分の1 17

ＨＴＴ・ゼロエ
ミッション支援

ＨＴＴ・
ゼロエミ 「令和７年度　東京都中小企業制度融資　融資対象一覧　HTT・ゼロエミ」に記載の融資対象のいずれかに該当する中小企業者又は組合

2億 8,000万円
（4億 8,000 万円）

全事業者
3分の2 18脱炭素化促進

支援特例
ゼロエミ・
促進 「令和７年度　東京都中小企業制度融資　融資対象一覧　ゼロエミ・促進」に記載の融資対象のいずれかに該当する中小企業者又は組合 上記利率より 0.6%優遇

地域金融機関による
脱炭素化支援特例

ゼロエミ・
連携 「令和７年度　東京都中小企業制度融資　融資対象一覧　ゼロエミ・連携」に記載の融資対象のいずれかに該当する中小企業者又は組合 上記「HTT・ゼロエミ」の利率より

0.2%優遇
金融機関提案融資
（金融提案） 金融機関提案 金融提案 中小企業が直面する課題や東京都の政策課題の解決に資するため、金融機関が有する独自の工夫、ノウハウ及びネットワークを活用し、支援する

中小企業者又は組合（融資対象、融資条件は取扱金融機関ごとに設定）
2億 8,000万円
（4億 8,000 万円） 金融機関所定 金融機関所定 全事業者

0.2%相当分 20

一
般
的
な
事
業
運
営
資
金

小規模事業融資
（小）

小口
フリーランス

（国の全国統一保証制度）
小口 この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下の小規模企業者（2 ﾍﾟｰｼﾞの「２定義　小規模企業者」を参照）

2,000万円
（同）

7年以内
（１年以内）

10年以内
（１年以内）

[＊ ]固定2.05％以内～2.65％以内又は変動

原則として不要 全事業者
2分の1

23

小口支援特例 小口・支援
（１）又は（２）に該当すること
　（１）商工会議所・商工会の経営指導を直近1年以内に6か月以上複数回受けていること。
　（２）経営革新計画に係る中小企業診断士の実施フォローアップを受けていること。

上記利率より0.4%優遇

クイックつなぎ（小口）
（国の全国統一保証制度） 小口つなぎ

（１）から（３）の全てを満たす小規模企業者
　（１）この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であること。
　（２）東京都中小企業制度融資又は東京都内の区市町が実施している融資制度で保証協会の保証付融資を利用していること。
　（３）（２）の保証付融資の元金を、原則として1年以上にわたり約定どおり返済していること。

300万円
（同） 2年以内 ー [＊ ]固定2.05％以内又は変動 25

一般事業融資
（事業） 事業一般・小規模特別 事業・小企 中小企業者又は組合 2億 8,000万円

（4億 8,000 万円）
7年以内

（6か月以内）
10年以内

（6か月以内）

金融機関所定

新規の保証を含めた
保証の合計額が
８千万円超の場合は

原則必要
― 26

受注対応特例 事業・受注 確定した受注（取引先から商品・サービス等の発注を受け、2年以内に売上金が入金される契約をいう。）があり、その受注に対応するための資金
を必要とする中小企業者又は組合

1億円
（2億円）

2年以内
（2年以内） ー

経営者保証
非提供促進型
（事業一般）

経保非提供
促進

（国の全国統一保証制度）
国の「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度要綱（都が別に指定する、保証制度改正等に伴う後継保証制度の要綱を含む）」に定める要
件に該当すること。

8,000万円（同）
＜対象となる保証毎に設定
（一般、SN（4号又は 5号

に限る））＞

10年以内
（1年以内）

徴求不可

徴求不可 全事業者
0.1％国が補助 27

プロパー借換
（経営者保証非提供促進型）

（事業一般）

プロパー
経保

（国の全国統一保証制度）
国の「プロパー融資借換特別保証制度要綱（都が別に指定する、保証制度改正等に伴う後継保証制度の要綱を含む）」に定める要件に該当すること。

2億 8,000万円
（4億 8,000 万円）

（ただし、経営者保証を
提供していないプロパー
融資残高の範囲内）

10年以内
（1年以内） ー

新規の保証を含めた
保証の合計額が
８千万円超の場合は

原則必要

― 28

協調支援型特別保証対応型
（事業一般） プロパー協調（国の全国統一保証制度）国の「協調支援型特別保証制度要綱（都が別に指定する、保証制度改正等に伴う後継保証制度の要綱を含む）」に定める要件に該当すること。

2億 8,000万円
（4億 8,000 万円）

10年以内
（1年以内又は3年以内）

必要となる場合がある

全事業者
2分の1又は4分の1

国が補助
29

クイックつなぎ
（事業一般） 事業つなぎ

（１）及び（２）に該当する中小企業者又は組合
　（１）東京都中小企業制度融資又は東京都内の区市町が実施している融資制度で保証協会の保証付融資を利用していること。
　（２）上記の保証付融資の元金を、原則として1年以上にわたり約定どおり返済していること。

500万円
（同） 2年以内 ー

―

30

補助金・助成金つなぎ 助成つなぎ

次の（１）から（５）に該当する補助金・助成金等の交付決定を受けた事業を行う中小企業者又は組合
　（１）東京都が所管するもの
　（２）東京都内の区市町村が所管するもの
　（３）国及び独立行政法人・国立研究開発法人が所管するもの
　（４）都の関係団体（都の政策連携団体・都の事業協力団体、都が設立した地方独立行政法人）が所管するもの
　（５）上記（１）から（３）の機関が他の団体に委託・補助して行うもの

1億円
（2億円）

補助金・助成金交付
決定額の未交付金額の
3分の 2以内

10年以内
ただし、補助金・助成金の交付決定
から助成対象期間終了日の属する月
の６か月後の月末までの期間とする。

固定1.85％以内～2.35％以内又は変動
[＊ ]固定1.65％以内～2.15％以内又は変動 31

極度枠設定 極度

（１）及び（２）に該当する中小企業者又は組合
　（１）引き続き2年以上（売上発生から2年以上）にわたり、原則として同一事業を営んでいること。
　（２）ア又はイのいずれかに該当すること。
　　　ア　法人の場合は、直近の決算において経常利益を計上し、債務超過でないもの。
　　　イ　個人事業者の場合は、直近2期の所得税の確定申告において「課税される所得金額」のあるもの。

1億円
（2億円） 2年以内 ー 金融機関所定 32

組合向け 組 事業協同組合等 （2億円）
（転貸1組合員
3,500万円）

7年以内
（6か月以内）

10年以内
（6か月以内）

固定2.25％以内～2.85％以内又は変動
[＊ ]固定2.05％以内～2.65％以内又は変動

信用保証なし
の場合
必要に応じ
有担保

33
官公需適格特例 組・官公需 「官公需適格組合」としての証明を受けている組合 上記より0.1%優遇

新
た
な
事
業
展
開
資
金

創業融資
（創業） 創業 創業

（１）から（３）のいずれかに該当するもの
　（１）事業を営んでいない個人で、東京都内で創業しようとする具体的計画を有するもの
　（２）創業した日から5年未満である 中小企業者又は組合
　（３）東京都内で分社化しようとする会社又は分社化により設立された日から5年未満の会社 3,500万円

（同）
7年以内
（1年以内）

10年以内
（1年以内）

固定1.85％以内～2.35％以内又は変動
[＊ ]固定1.65％以内～2.15％以内又は変動

原則として不要

全事業者
3分の2

34
創業支援特例 創業・支援

創業の融資対象であって、（１）又は（２）に該当するもの
　（１）産業競争力強化法に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受け、区市町村長の証明を受けていること。
　（２）商工会議所・商工会、公益財団法人東京都中小企業振興公社又は保証協会より認定特定創業支援等事業に準ずる支援を受け、その証明
を受けていること。

上記より 0.4%優遇

創業経営者保証不要型 創業経保 （国の全国統一保証制度）
国の「スタートアップ創出促進保証制度要綱（都が別に指定する、保証制度改正等に伴う後継保証制度の要綱を含む）」に定める要件に該当すること。

3,500万円 10年以内
（1年以内又は3年以内）

[＊ ]固定1.65％以内～2.15％以内又は変動

徴求不可 徴求不可
創業経保
支援特例

創業経保・
支援

創業経営者保証不要型の融資対象であって、（１）又は（２）に該当するもの
　（１）産業競争力強化法に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受け、区市町村長の証明を受けていること。
　（２） 商工会議所・商工会、公益財団法人東京都中小企業振興公社又は保証協会より認定特定創業支援等事業に準ずる支援を受け、その証明を受

けていること。
上記より 0.4%優遇

スタートアップ支援 スタート
アップ

（１）又は（２）に該当する中小企業者又は組合
　（１）「令和７年度　東京都中小企業制度融資　融資対象一覧　スタートアップ」に記載の融資対象のいずれかに該当する中小企業者又は組合
　（２）次のア及びイに該当すること。
　　ア　創業した日又は分社化により設立された日から5年未満であること。
　　イ　創業又は創業経保の利用残高がある（本件と同時に融資実行する場合を含む。）こと。

2億8,000万円
（同）

15年以内
（2年以内）

固定1.85％以内～2.55％以内又は変動
[＊ ]固定1.65％以内～2.35％以内又は変動

必要となる場合がある

新規の保証を含めた
保証の合計額が
８千万円超の場合は

原則必要
36

販路開拓融資
（販路） 海外展開支援 海外展開 独立行政法人日本貿易振興機構、信金中央金庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構若しくは公益財団法人東京都中小企業振興公社による海外展

開に関する支援又は自らの取組により、海外展開に関する事業計画を策定し実行する中小企業者 2億 8,000万円 15年以内
（2年以内）

固定1.85％以内～2.55％以内又は変動
[＊ ]固定1.65％以内～2.35％以内又は変動

新規の保証を含めた
保証の合計額が
８千万円超の場合は

原則必要

小規模企業者
2分の1 37

ビジネスチャンス・
ナビ ナビ ビジネスチャンス・ナビにユーザー登録している中小企業者又は組合 1億円

（同）
10年以内
（1年以内）

固定1.85％以内～2.35％以内又は変動
[＊ ]固定1.65％以内～2.15％以内又は変動 ― 38

設備融資
（設備） 設備投資

・
企業立地促進

設備立地

【設備投資（略称：設備投資）】
事業の実施に必要な設備（機械・装置、工具・器具、備品等）の導入、増強、改良、補修等（テレワーク又はＤＸ推進に資する設備並びに、ICT・
IoT・AI・ロボットを活用した設備の導入を含む。）、又は建物の改修、建替等（耐震化、バリアフリー化を含む。）を行う中小企業者 2億 8,000万円 15年以内

（2年以内）
固定1.85％以内～2.55％以内又は変動

[＊ ]固定1.65％以内～2.35％以内又は変動
全事業者
3分の2 39

【企業立地促進（略称：立地促進）】
引き続き1年以上（売上発生から1年以上）同一事業を営んでおり、東京都内において工場・事務所・店舗の新増設、移転等を行う中小企業者 原則必要

経営強化融資
（強化） 経営強化 強化 【強化認定（略称：強化認定）】

中小企業等経営強化法の認定を受けている中小企業者又は組合 1億円
（2億円）

10年以内
（2年以内）

固定1.85％以内～2.35％以内又は変動
[＊ ]固定1.65％以内～2.15％以内又は変動 新規の保証を含めた

保証の合計額が
８千万円超の場合は

原則必要

小規模企業者
2分の1

41強化認定
革新特例

強化認定・
革新

経営革新計画（中小企業等経営強化法）に係る中小企業診断士の実施フォローアップを受けたことについて確認申請書により確認を受けていること .
（経営強化認定（略称：強化認定）の融資対象者のみ利用可能） 上記より0.2%優遇

経営力強化
保証対応型 都経営力強化（国の全国統一保証制度）金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者又は組合

2億 8,000万円
（4億 8,000 万円）

5年又は10年以内
（1年以内）

7年又は10年以内
（1年以内） 固定1.85％以内～2.35％以内 43

制
度
一
覧

ー 10 ー ー 11 ー
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細　目 略　称

金
資
開
展
業
事
な
た
新

チャレンジ融資
（チャレンジ）

チャレンジ チャレンジ 「令和７年度東京都中小企業制度融資　融資対象一覧　チャレンジ」に記載の融資対象のいずれかに該当する中小企業者又は組合

事業承継融資
（承継）

事業承継 承継

【事業承継一般（略称：承継一般）】
（１）から（４）のいずれかに該当する中小企業者並びに（１）若しくは（２）のいずれかに該当する組合
　（１）事業承継を10年以内に行う計画を策定し、計画の実行に取り組むこと。
　（２）事業承継をした日から5年未満であって、事業計画を策定し、承継後の経営の安定化等に取り組むこと。
　（３）事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受けたこと。
　（４）事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の事業承継に伴い、経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受けたこと。

【事業承継経営者保証不要型（略称：承継経保）】（国の全国統一保証制度）
（１）又は（２）に該当し、かつ（３）に該当する中小企業者又は組合
　（１）保証申込受付日から３年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有していること。
　（２）国の「事業承継特別保証制度要綱」に定める期間に事業承継日から３年を経過していないこと。
　（３）アからエまで全てを満たすこと。

和緩済返　エ、とこるいてれさなが離分の人個・人法　ウ、とこるあで内以倍01が率倍債負子利有ADTIBE　イ、とこるあで過超産資 　ア　　
している借入金が無いこと。

【事業承継個人融資型（略称：承継個人）】
（１）又は（２）のいずれかに該当するもの
　（１）事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受けた会社である中小企業者

の代表者個人であって、「中小企業者の会社要件」及び「代表者個人要件」を満たすこと。
　（２）事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の事業承継に伴い、経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受けた事業を営んで

いない個人であって、「他の中小企業者の要件」及び「個人要件」を満たすこと。

事業承継支援特例 承継・支援

【事業承継支援特例（略称：承継・支援）】
（１）から（３）のいずれかに該当するもの　（ただし、事業承継個人型（２）は本特例の適用範囲外）

け受を明証のそ、け受回数複に内以年１を援支のらか所議会工商田町は又会合連会工商都京東、所議会工商京東るよに業事援支化続持域地 ）１（　
ていること。

　（２）公益財団法人東京都中小企業振興公社における事業承継・再生支援事業による支援を１年以内に複数回受け、その証明を受けていること。
継承業事るけおに」業事進促継承業事るよに関機融金域地「う行が会協合組用信都京東人法団社般一び及会協庫金用信都京東人法団社般一 ）３（　

計画策定のための専門家派遣支援を1年以内に受け、その証明を受けていること。 

M&A促進 M&A M&A に取り組む中小企業者（売却・買収は問わない。ただし、売却側は、M&A実施後に残存事業を継続することを前提としている場合のみ
融資申込することができる。）

金
資
化
定
安
の
営
経

経営安定融資
（経営）

経営セーフ 経営セーフ セーフティネット保証に係る区市町村長の認定を受けた中小企業者又は組合（2ページの「２定義　セーフティネット保証」を参照）

経営一般 経営一般

（１）から（８）までのいずれかに該当する中小企業者又は組合
　（１）「最近3か月間の売上実績」又は「今後3か月間の売上見込」が前年同期と比較して、5％以上減少していること。
　（２）「最近3か月間の売上実績」又は「今後3か月間の売上見込」が令和2年 1月以前の直近同期と比較して、5％以上減少していること。
　（３）売上原価の20％以上を占める原油等の仕入価格が20％以上上昇の一方で、価格転嫁できていないこと。
　（４）「最近3か月間の売上高営業利益率」が前年同期と比較して、20％以上減少していること。
　（５）金融機関からの総借入金が前年同期比10％以上減少していること。
　（６）倒産等企業に事業上の債権を有していること。
　（７）災害により事業活動に影響を受けていること。
　（８）東京都知事が指定するもの。（アスベスト対策）

経営改善 経営改善
【フェニックス金融支援パッケージ（略称：フェニックス）】（国の全国統一保証制度）
国の「事業再生計画実施関連保証（経営改善・再生支援強化型）制度要綱（都が別に指定する、保証制度改正等に伴う後継保証制度の要綱を含む）」
に定める要件に該当すること。

借換融資
（借換） 特別借換 特別借換

（１）及び（２）に該当する中小企業者又は組合
　（１）保証協会の保証付融資を利用していること。
　（２）事業計画を策定し、資金繰りの安定化や経営改善に取り組むこと。

再生支援融資
（再生）

企業再生 企業再生

【再生法的整理（略称：再生法的整理）】
民事再生手続又は会社更生手続を申し立て、再生計画又は更生計画認可後3年が経過しておらず、かつその計画を完遂していない中小企業者又は組合

【再生私的整理（略称：再生私的整理）】
中小企業活性化協議会などの公的機関の支援を受け、事業再生に取り組む中小企業者又は組合

災害復旧資金融資
（災） 災害復旧 災 東京都知事が指定した災害により損失を受けている中小企業者又は組合

危機対応融資
（危機） 危機対応 危機

（１）又は（２）のいずれかに該当する中小企業者又は組合
　（１）東日本大震災復興緊急保証制度に係る区市町村長等の認定等を受けたこと。
　（２）危機関連保証に係る区市町村長の認定を受けたこと。

事業再構築・
業態転換等
支援融資
（事業・業態転換）

事業再構築・業態転換 事業・業態
転換

（１）から（３）までのいずれかに該当する中小企業者又は組合
　（１）事業再構築・業態転換事業計画書を策定していること。
　（２）国の「事業再構築補助金」の交付決定を受けていること。
　（３）東京都の「金融・経営一体型支援事業」の支援を受けていること。

省エネルギー
推進支援
特例

省エネ推進
支援 省エネルギーを目的とした事業再構築・業態転換に取り組む中小企業者又は組合

エネルギー・ウク
ライナ情勢・円安
等対応緊急融資
（エネルギー・ウク
ライナ・円安等） エネルギー・

ウクライナ情勢・
円安等対応緊急融資

エネルギー・
ウクライナ・
円安等

（１）及び（２）又は（３）及び（４）に該当する中小企業者又は組合
　（１）「借換対象コロナ融資※」の融資残高がある。
　（２）事業計画を策定し、資金繰りの安定化や経営改善に取り組むこと。
　（３）ウクライナ情勢、新型コロナウイルス感染症、円安又はエネルギー関連の要因等を発端として、事業活動に影響を受けていること。
　（４）次のいずれかに該当するもの

。とこるいてし少減上以％01、てし較比と期同近直が」込見上売の間月か3後今「は又」績実上売の間月か3近最「  ア　　　
。とこるいてし少減上以％01、てし較比と期同近直が」率益利総高上売の間月か1近最「  イ　　　
。とこるいてし少減上以％01、てし較比と期同近直が」率益利業営高上売の間月か1近最「  ウ　      

　※「借換対象コロナ融資」
　　　令和元年度の危機対応融資（コロナ）、新型コロナウイルス感染症対応緊急融資、新型コロナウイルス感染症対応緊急借換

月3年3和令（換借急緊応対症染感スルイウナロコ型新、資融急緊応対症染感スルイウナロコ型新、）ナロコ（資融応対機危の度年2和令 　　　
31日までに保証申込受付、令和3年 5月 31日までに融資実行されているもの）

令和７年度　東京都中小企業制度融資一覧②
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　（９）東京都知事が指定するもの。（米国関税措置関連）
　米国関税措置の影響を受けており、「最近3か月間の売上実績」又は「今後3か月間の売上見込」が前年同期と比較して減少していること。
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融 資 限 度 額
（　）内は組合

融 資 期 間
（　）内は据置期間

　　融 資 利 率（年率） 
固定：固定金利、 変動：変動金利

[＊ ]：責任共有制度対象外となる場合の金利
保 証 人 物 的 担 保 保 証 料 補 助 掲載

ページ
運転資金 設備資金

1億円
（2億円）

10年以内
（2年以内）

固定 1.85％ 以内～ 2.35％ 以内又は変動
[＊ ]固定 1.65％ 以内～ 2.15％ 以内又は変動

必要となる場合がある

新規の保証を含めた
保証の合計額が

８千万円超の場合は
原則必要

ー 44

2 億 8,000 万円
（4億 8,000 万円）

10 年以内
（2年以内）

固定 1.85％ 以内～ 2.35％ 以内
[ ＊ ] 固定 1.65％ 以内～ 2.15％ 以内

全事業者
3分の 2

46

2 億 8,000 万円
（4億 8,000 万円）

10 年以内
（1年以内） 固定 1.85％ 以内～ 2.35％ 以内 徴求不可

全事業者
3分の 2
又は

0.2%相当分

2億 8,000 万円 15 年以内
（2年以内）

固定 1.85％ 以内～ 2.55％ 以内
[ ＊ ] 固定 1.65％ 以内～ 2.35％ 以内

必要となる場合がある

全事業者
3分の 2

2 億 8,000 万円
（4億 8,000 万円） 事業承継の各融資対象と同様 上記より 0.2% 優遇 事業承継の

各融資対象と同様

2億 8,000 万円
（4億 8,000 万円）

15 年以内
（5年以内）

固定 1.7％ 以内～ 2.55％ 以内
[ ＊ ] 固定 1.5％ 以内～ 2.35％ 以内

全事業者
3分の 2 50

2 億 8,000 万円
（4億 8,000 万円）

10 年以内
（2年以内）

固定 1.85％ 以内～ 2.35％ 以内
[ ＊ ] 固定 1.65％ 以内～ 2.15％ 以内

小規模企業者
2分の 1

51

2 億 8,000 万円
（4億 8,000 万円） 52

2 億 8,000 万円
（4億 8,000 万円）

15 年以内
（3年以内）

固定 1.85％ 以内～ 2.55％ 以内
[ ＊ ] 固定 1.65％ 以内～ 2.35％ 以内

全事業者
国補助後の事業者負担の
3分の 2相当分を都が補助

54

 既往の保証付融資残高
及び事業計画実施

に必要な資金の範囲内
（同）

10 年以内
（1年以内） ー 金融機関所定

小規模企業者
2分の 1

55

2 億円
（同）

10 年以内
（1年以内） 金融機関所定 必要に応じ有担保 56

原則として一災害
8,000 万円 （同）
＜災害毎に設定＞

原則として 10 年以内
（1年以内）

＜災害毎に設定＞
固定 1.85％ 以内

[ ＊ ] 固定 1.65％ 以内

新規の保証を含めた
保証の合計額が

８千万円超の場合は
原則必要

全事業者
全額 －

2 億 8,000 万円
（4億 8,000 万円）

10 年以内
（2年以内） [ ＊ ] 固定 1.65％ 以内～ 2.15％ 以内 全事業者

2分の 1 58

2 億 8,000 万円
（4億 8,000 万円）

15 年以内
（5年以内）

固定 1.85％ 以内～ 2.35％ 以内
[ ＊ ] 固定 1.65％ 以内～ 2.15％ 以内

全事業者 3分の 2 59

上記より 0.2% 優遇

2 億 8,000 万円
（4億 8,000 万円）

15 年以内
（5年以内）

固定 1.85％ 以内～ 2.55％ 以内
[ ＊ ] 固定 1.65％ 以内～ 2.35％ 以内

全事業者 5分の 4
又は 3分の 2

（小規模企業者は
5分の4又は4分の3）

61
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全事業者
2分の 1
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令和２年度の「イノベ」及び「成長産業」、並びに令和３年度以降の「ＤＸ」の既往融資残高を含めます。

DX・イノベ・産業育成支援融資

DX・イノベ・産業育成支援

DXの推進、革新的な製品・サービス等の事業化、成長産業分野に取り組む方に

2ページの 「ご利用いただける方」 の条件を満たす中小企業者又は組合で、以下リンクまたはQRコー
ド先 「DX ・ イノベ ・産業育成支援」 に記載の事業名/取組名及び実施事項に該当する方
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi

1.85％以内
2.35％以内
1.65％以内
2.15％以内

３ページの申込書類の「１　共通事項」のほか、上記リンク又はQRコード先
「DX・イノベ・産業育成支援」に記載の必要書類

ー 14 ー ー 15 ー
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令和２年度の「イノベ」及び「成長産業」、並びに令和３年度以降の「ＤＸ」の既往融資残高を含めます。

DX・イノベ・産業育成支援融資

DX・イノベ・産業育成支援

DXの推進、革新的な製品・サービス等の事業化、成長産業分野に取り組む方に

2ページの 「ご利用いただける方」 の条件を満たす中小企業者又は組合で、以下リンクまたはQRコー
ド先 「DX ・ イノベ ・産業育成支援」 に記載の事業名/取組名及び実施事項に該当する方
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi

1.85％以内
2.35％以内
1.65％以内
2.15％以内

３ページの申込書類の「１　共通事項」のほか、上記リンク又はQRコード先
「DX・イノベ・産業育成支援」に記載の必要書類

特徴

女性活躍推進融資

女性活躍支援
女性活躍の推進に取り組む方に

ご利用いただける方
2 ページの 「ご利用いただける方」 の条件を満たす中小企業者又は組合で、 以下のいずれかを満たすもの
・ 以下リンクまたは QR コード先 「女性」 に記載の事業名 /取組名及び実施事項に該当する方
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi
・ 次のア及びイを満たす方
　　ア　常時使用する従業員の数が 100 人以下のもの
　　イ　厚生労働省 「女性の活躍推進企業データベース」 に登録し一般事業主行動計画及びデータ１項目以上を公�
　　　　表していること。

融資条件
資金使途 運転資金 ・設備資金

融資限度額 2 億 8,000 万円（組合 4億 8,000 万円）

融資期間 15 年以内（据置期間 2年以内を含む。）

融資利率（年率）

責任共有制度の
対象となる場合 固定金利

7 年以内	 1.45％
7年超 15年以内	 1.95％

責任共有制度の
対象外となる場合 固定金利

7 年以内	 1.25％
7年超 15年以内	 1.75％

返済方法 分割返済（元金据置期間は 2年以内）。 ただし、 融資期間が 2年以内の場合は一括返済
とすることができます。

融資形式 証書又は手形貸付とすることができます。

信用保証料補助 信用保証料の 3分の 2又は 2分の 1

必要書類 ３ページの申込書類の「１　共通事項」のほか、上記リンク又はQRコード先「女性」に記載の
必要書類
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働き方①は信用保証料の 3分の 2。働き方②は２分の１。

2年度以降

▶ 特例措置 ～ 働き方改革支援の金利から 0.4％優遇
働き方改革支援（「テレワーク東京ルール」 実践企業宣言特例）

　「働き方改革支援」をご利用いただける方で、東京都の「「テレワーク東京ルール」実践企業宣言」を行っていること。

「働き方改革支援」の必要書類及びテレワーク東京ルール実践企業宣言の宣言書（テレワー
ク推進リーダー設置済表示入り）の写し

2ページの 「ご利用いただける方」 の条件を満たす中小企業者又は組合で、 以下のいずれかの要件
を満たすもの
・以下リンク又はQRコード先 「働き方①、働き方②」 に記載の事業名/取組名及び実施事項に該当する方
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi
・全雇用者給与等支給額が前事業年度と比べて1.5％以上増加しており、 かつ、 生産性向上や価格転嫁等に
取り組む方

1.85％以内
2.35％以内
1.65％以内
2.15％以内

３ページの申込書類の「１　共通事項」のほか、上記リンク又はQRコード先「働
き方改革支援」に記載の必要書類

社
会
課
題

解
決

特徴

社会課題解決融資

働き方改革支援

働き方改革などの職場環境整備等に取り組む方に
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働き方①は信用保証料の 3分の 2。働き方②は２分の１。

2年度以降

▶ 特例措置 ～ 働き方改革支援の金利から 0.4％優遇
働き方改革支援（「テレワーク東京ルール」 実践企業宣言特例）

　「働き方改革支援」をご利用いただける方で、東京都の「「テレワーク東京ルール」実践企業宣言」を行っていること。

「働き方改革支援」の必要書類及びテレワーク東京ルール実践企業宣言の宣言書（テレワー
ク推進リーダー設置済表示入り）の写し

2ページの 「ご利用いただける方」 の条件を満たす中小企業者又は組合で、 以下のいずれかの要件
を満たすもの
・以下リンク又はQRコード先 「働き方①、働き方②」 に記載の事業名/取組名及び実施事項に該当する方
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi
・全雇用者給与等支給額が前事業年度と比べて1.5％以上増加しており、 かつ、 生産性向上や価格転嫁等に
取り組む方

1.85％以内
2.35％以内
1.65％以内
2.15％以内

３ページの申込書類の「１　共通事項」のほか、上記リンク又はQRコード先「働
き方改革支援」に記載の必要書類

融資限度額※

※　令和２年度以降の「ソーシャル」の既往融資残高を含めます。

2ページの 「ご利用いただける方」 の条件を満たす中小企業者又は組合で、以下リンクまたはQRコー
ド先 「ソーシャルビジネス ・ ソーシャルファーム支援」 に記載の事業名/取組名及び実施事項に該当
する方
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi

1.85％以内
2.35％以内
1.65％以内
2.15％以内

３ページの申込書類の「１　共通事項」のほか、上記リンク又はQRコード先「ソー
シャルビジネス・ソーシャルファーム支援」に記載の必要書類

社
会
課
題

解
決
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省エネルギー対策や再生可能エネルギーの活用、ZEVの活用
など、HTT・ゼロエミッション化に取り組む方に

※　令和２年度以降の「脱炭素・ゼロエミ」の既往融資残高を含めます。

HTT・ゼロエミッション支援

融資限度額※

2ページの 「ご利用いただける方」 の条件を満たす中小企業者又は組合で、以下リンクまたはQRコー
ド先 「HTT ・ ゼロエミッション支援」 に記載の事業名/取組名及び実施事項に該当する方
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi

1.85％以内
2.35％以内
1.65％以内
2.15％以内

３ページの申込書類の「１　共通事項」のほか、上記リンク又はQRコード先
「HTT・ゼロエミッション支援」に記載の必要書類

社
会
課
題

解
決
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社
会
課
題

解
決

省エネルギー対策や再生可能エネルギーの活用、ZEVの活用
など、HTT・ゼロエミッション化に取り組む方に

※　令和２年度以降の「脱炭素・ゼロエミ」の既往融資残高を含めます。

HTT・ゼロエミッション支援

融資限度額※

2ページの 「ご利用いただける方」 の条件を満たす中小企業者又は組合で、以下リンクまたはQRコー
ド先 「HTT ・ ゼロエミッション支援」 に記載の事業名/取組名及び実施事項に該当する方
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi

1.85％以内
2.35％以内
1.65％以内
2.15％以内

３ページの申込書類の「１　共通事項」のほか、上記リンク又はQRコード先
「HTT・ゼロエミッション支援」に記載の必要書類

HTT・ゼロエミッション支援
（脱炭素化促進支援特例）

▶特例措置～「HTT・ゼロエミッション支援」の金利から0.6％優遇

３ページの申込書類の「１　共通事項」のほか、上記リンク又はQRコード先「
HTT・ゼロエミッション支援（脱炭素化支援特例）」に記載の必要書類

融資利率以外の
融資条件
融資利率（年率）

必要書類

HTT・ゼロエミッション支援に準ずる。

HTT・ゼロエミッション支援の融資利率から0.6％優遇した金利

３ページの申込書類の「１　共通事項」のほか、上記リンク又はQRコード先「
HTT・ゼロエミッション支援（地域金融機関による脱炭素化支援特例）」に記載
の必要書類

融資利率以外の
融資条件
融資利率（年率）

必要書類

HTT・ゼロエミッション支援に準ずる。

HTT・ゼロエミッション支援の融資利率から0.2％優遇した金利

HTT・ゼロエミッション支援
（地域金融機関による脱炭素化支援特例）
▶特例措置～「HTT・ゼロエミッション支援」の金利から0.2％優遇

２ページの「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者又は組合で、以下リンク
またはQRコード先「HTT・ゼロエミッション支援（脱炭素化支援特例）」に記載の事業
名 /取組名及び実施事項に該当する方
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi

２ページの「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者又は組合で、以下リンク
またはQRコード先「HTT・ゼロエミッション支援（地域金融機関による脱炭素化支援
特例）」に記載の事業名 /取組名及び実施事項に該当する方
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi
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融資限度額
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提
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融資限度額

金
融
機
関

提
案

融資の詳細、お申込み方法等につきましては、各取扱金融機関の窓口にお問い合わせください。

○○ 西武信用金庫　【 脱炭素支援 】

対象企業 当該取扱金融機関連携先の支援により自社の CO2排出量の算定（可視化）を行っている
中小企業者又は組合

資金使途 設備資金
ただし、自社の脱炭素経営に資する設備資金に限る。

特　　徴 当該取扱金融機関連携先の支援により CO2排出量を算定し、脱炭素に資する取組深化と
併せて必要な資金を低利で融資することによる都内中小企業者及び組合の競争力強化

○○ 西武信用金庫　【 BCP 支援 】

対象企業 当該取扱金融機関連携先の支援により自社のＢＣＰ策定等を行っている中小企業者又は
組合

資金使途 運転資金・設備資金

特　　徴
当該取扱金融機関連携先の支援によってＢＣＰ策定等を行い、中小企業者等のレジリエ
ンス強化及び必要な資金を低利で融資することによる都内中小企業者及び組合の競争力
強化

○○ みずほ銀行　【 SDGs 推進 】

対象企業 ＳＤＧｓ対応度簡易診断チェックシートにてテーマの見える化を図り、ＳＤＧｓ推進に
取り組む中小企業者又は組合

資金使途 運転資金・設備資金

特　　徴
ＳＤＧｓに取り組んでいるもしくは取り組む予定の中小企業者に対して、外部専門機関
等と連携し経営課題の抽出や課題解決のサポート支援に併せて必要な資金を融資するこ
とによる経営基盤の強化

○○  三井住友銀行　【 手形等電子化支援 】

対象企業 取扱金融機関による手形等電子化に向けたヒアリングシートを作成した中小企業者又は
組合

資金使途 運転資金・設備資金

特　　徴
中小企業者及び組合に対して、「2026 年度を目標とした紙の手形・小切手の全面的な電
子化」を意識した体制構築や、取引先との決済手段について考える機会を提供し、手形
等の電子化支援と併せて必要な資金を融資することによる企業の生産性向上
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○○ 足立成和信用金庫　【 まもるくんⅢ 】
対象企業 地域防災に取り組む中小企業者又は組合

資金使途 運転資金・設備資金
ただし、地域防災に係る資金使途であること

特　　徴 都内中小企業者及び組合に対し、老朽化が進む事業用建物・付属設備の改修により自然
災害における防災対策を推進する事および地域の安全・安心の促進

○○ 西武信用金庫　【 健康経営支援 】

対象企業
健康経営について取り組みしており、「健康優良企業」及び「健康経営優良法人」の認定
取得、又は、既に認定取得済で更に健康経営の偏差値を上げたい中小企業に向けて、西
武信用金庫の支援を受けている中小企業者又は組合

資金使途 運転資金・設備資金
ただし、健康経営に係る資金使途であること

特　　徴 都内中小企業者及び組合に対し、健康経営を推進することで従業員の定着化・業務効率
の向上・取引先からの信頼向上による企業価値向上

○○ 多摩信用金庫　【 SDGs 支援 】

対象企業
多摩信用金庫に「SDGs 賛同書」を提出し、多摩信用金庫から「SDGs 行動宣言書」の発
行を受けており、多摩信用金庫の支援により、自社のＣＯ２排出量の算定（可視化）を行っ
ている中小企業者又は組合

資金使途 運転資金・設備資金
ただし、当該 SDGs 支援に係る資金使途であること

特　　徴 中小企業の SDGs への取り組みやサプライチェーン全体での脱炭素化への取り組み強化
を支援

○○ 西京信用金庫　【 防災対策 】
対象企業 耐震工事や防水工事等の防災対策設備投資を行おうとする中小企業者又は組合

資金使途 運転資金・設備資金
ただし、防災対策計画の実施に必要な資金に限る。

特　　徴 防災対策に取り組む都内中小企業者及び組合に対し、外部専門機関等と連携した総合的
な支援と併せて防災対策に必要な資金を融資することによる防災対策の促進

○○ みずほ銀行　【 人材活用支援 】

対象企業 当該取扱金融機関指定のヒアリングシートを作成し、外部人材の活用に取り組む中小企
業者又は組合

資金使途 運転資金・設備資金

特　　徴
外部人材活用に取り組んでいるもしくは取り組む予定の中小企業者に対して、外部専門
機関等と連携し経営課題の抽出や課題解決のサポート支援に併せて必要な資金を融資す
ることにより、経営基盤の強化を支援

金
融
機
関

提
案
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小口 フリーランス

信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに定める小規模企業者として、次のアからカまでのいずれか
に該当すること。

2.05％以内
2.25％以内
2.45％以内
2.65％以内

小
規
模
事
業
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※1　平成 14年度以降の「自律」（「つなぎ」「借換」を除く。）及び平成 26年度以降の「事業一般」及び令和 3年度までの「小企」の
既往融資残高を含めます。

融資限度額※1、※2

融資限度額※1、※2

事業一般・小規模特別

一
般
事
業
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※1　平成 14年度以降の「自律」（「つなぎ」「借換」を除く。）及び平成 26年度以降の「事業一般」及び令和 3年度までの「小企」の
既往融資残高を含めます。

融資限度額※1、※2

融資限度額※1、※2

事業一般・小規模特別

一
般
事
業

特徴

一般事業融資

経営者保証非提供促進型（事業一般）
経営者保証を提供しない融資を希望する方の負担軽減

ご利用いただける方
２ページの 「ご利用いただける方」 の条件を満たす中小企業者又は組合で、 「事業者選択型経営者保証非提供

促進特別保証制度要綱」 に定める要件に該当すること（国の全国統一保証制度）

融資条件
資金使途 運転資金 ・設備資金

融資限度額 対象の保証ごとに 8,000 万円

融資期間 10 年以内（据置期間 1年以内を含む）

融資利率（年率） 金融機関所定利率

返済方法 分割返済（元本据置期間は１年以内）。 ただし、 融資期間が１年以内の場合は一括返済
とすることができます。

融資形式 証書貸付又は手形貸付

信用保証料補助
国の保証制度要項による。
（令和７年４月１日から令和８年３月31日までの保証申込分については、 国が 0.10％の
保証料補助を実施）

必要書類 事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度要綱に定める 「事業者選択型経営者
保証非提供制度要件確認書兼誓約書」
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一
般
事
業

特徴

一般事業融資

プロパー借換（経営者保証非提供促進型）
プロパー融資の経営者保証を解除したい方に

ご利用いただける方
２ページの 「ご利用いただける方」 の条件を満たす中小企業者又は組合で、「プロパー融資借換特別保証制度要綱」

に定める要件に該当すること（国の全国統一保証制度）

融資条件
資金使途 運転資金 ・設備資金

融資限度額
2 億 8,000 万円（組合 4億 8,000 万円）。 ただし、 申込金融機関における融資限度額
（既往の本制度残高を含む。）は、 当該金融機関の経営者保証を提供していないプロパー融
資残高の範囲内とする。

融資期間 10 年以内（据置期間 1年以内を含む。）

融資利率（年率） 金融機関所定利率

返済方法 分割返済（元本据置期間は１年以内）。 ただし、 融資期間が１年以内の場合は一括返済
とすることができます。

融資形式 証書貸付又は手形貸付

信用保証料補助 金融機関及び融資対象者の責務及び報告などその他の条件については、 国の 「プロパー
融資借換特別保証制度要綱」 の定めるとおりとする。

必要書類 プロパー融資借換特別保証制度要綱に定める 「財務要件等確認書」
プロパー融資借換特別保証制度要綱に定める 「借換債務等確認書」
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特徴

一般事業融資

協調支援型特別保証制度対応型（事業一般）
金融機関のプロパー融資と同時に融資を受けたい方に

ご利用いただける方
２ページの 「ご利用いただける方」 の条件を満たす中小企業者又は組合で、 「協調支援型特別保証制度要綱」

に定める要件に該当すること（国の全国統一保証制度）

融資条件
資金使途 運転資金 ・設備資金

融資限度額 2 億 8,000 万円（組合 4億 8,000 万円）

融資期間 運転資金　10年以内（据置期間 1年以内を含む。）
設備資金　10年以内（据置期間 3年以内を含む。）

融資利率（年率） 金融機関所定利率

返済方法 分割返済（元金据置期間は 1年又は 3年以内）。 ただし、 融資期間が１年以内の場合は
一括返済とすることができます。

融資形式 証書又は手形貸付とすることができます。

信用保証料補助
国の保証制度要項による。
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月 31日までの保証申込分については、 国が信用保
証料の 2分の 1又は 4分の 1 を補助

必要書類
協調支援型特別保証制度要綱に定める 「申込人資格要件申告書兼誓約書」
協調支援型特別保証制度要綱に定める 「経営行動計画書」（金融機関のプロパー協調
融資を受けない場合）

一
般
事
業

ー 28 ー ー 29 ー



制
度
一
覧
Ｄ
Ｘ
・
イ
ノ
ベ
・

産
業
育
成
支
援

社
会
課
題

解
決

金
融
機
関

提
案

小
規
模
事
業
一
般
事
業

創　
業

販
路
開
拓

設　
備

経
営
強
化

経
営
安
定
借
換・再
生

支
援

危
機
対
応

相
談
窓
口

緊　
急

女
性
活
躍

推
進

ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
支
援

事
業
・
業
態

転
換

事
業
承
継

チ
ャ
レ
ン
ジ

一
般
事
業

ー 30 ー ー 31 ー



制
度
一
覧
Ｄ
Ｘ
・
イ
ノ
ベ
・

産
業
育
成
支
援

社
会
課
題

解
決

金
融
機
関

提
案

小
規
模
事
業
一
般
事
業

創　
業

販
路
開
拓

設　
備

経
営
強
化

事
業
承
継

経
営
安
定
借
換・再
生

支
援

危
機
対
応

相
談
窓
口

緊　
急

女
性
活
躍

推
進

ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
支
援

事
業
・
業
態

転
換

チ
ャ
レ
ン
ジ

　２ページの「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者又は組合で、 補助金 ・助成金（①東京都が所管
するもの ②東京都内の区市町村が所管するもの ③国及び独立行政法人 ・国立研究開発法人が所管するもの
④都の政策連携団体 ・事業協力団体 ・地方独立行政法人（これらの団体 ・法人として東京都総務局総務部グ
ループ経営戦略課のホームページに掲載されている団体）⑤①～③の機関が他の団体に委託 ・補助して行うもの
に該当する補助金 ・助成金等）の交付決定を受けた事業を行う方

1.85％以内
1.95％以内
2.15％以内
2.35％以内

1.65％以内
1.75％以内
1.95％以内
2.15％以内

一
般
事
業
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2.25％以内
2.45％以内
2.65％以内
2.85％以内

2.05％以内
2.25％以内
2.45％以内
2.65％以内
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4

3

※　　平成18年度以降の「ベンチャー」、平成17年度以降の「創業（「創業・先進」を除く。）」、平成16年度の「創業前」「創業後」
　　　 及び平成15年度以前の「創業」「創業１」「創業２」「創業３」の既往融資残高を含めます。ただし、「創業関連保証」以外の
　　　 無担保保険に係る保証を合わせて利用する場合は、無担保保険の範囲内とします。
※　　融資限度額は、令和５年度の「創業・先進」との合算で8,000万円以内とします。

▶ 特例措置 ～ 創業支援特例/創業経保支援特例は「創業/創業経営者保証不要型」の金利から
0.4％優遇

1.85％以内
1.95％以内
2.15％以内
2.35％以内

1.65％以内
1.75％以内
1.95％以内
2.15％以内
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3

※　　平成18年度以降の「ベンチャー」、平成17年度以降の「創業（「創業・先進」を除く。）」、平成16年度の「創業前」「創業後」
　　　 及び平成15年度以前の「創業」「創業１」「創業２」「創業３」の既往融資残高を含めます。ただし、「創業関連保証」以外の
　　　 無担保保険に係る保証を合わせて利用する場合は、無担保保険の範囲内とします。
※　　融資限度額は、令和５年度の「創業・先進」との合算で8,000万円以内とします。

▶ 特例措置 ～ 創業支援特例/創業経保支援特例は「創業/創業経営者保証不要型」の金利から
0.4％優遇

1.85％以内
1.95％以内
2.15％以内
2.35％以内

1.65％以内
1.75％以内
1.95％以内
2.15％以内

創　
業

法人代表者の保証が不要
創業経営者保証不要型

　２ページの「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者で、「スタートアップ創出促進保証制度要綱」に定
める要件に該当すること（国の全国統一保証制度）

運転資金・設備資金

3,500万円

10年以内（据置期間１年以内又は３年以内を含む。）

証書貸付

徴求不可

創業計画添付書及び創業計画書（スタートアップ創出促進保証制度用）

信用保証料補助

分割返済（元金据置期間は１年以内）。ただし、申込金融機関において本保証付融資
と原則同時にプロパー融資を実行、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある
場合は据置期間を３年以内とすることができます。

保証協会の定める信用保証料率に0.2％を上乗せした信用保証料から、信用保証料の３
分の２

金融機関及び融資対象者の責務及び報告などその他の条件については、国の「スタートアッ
プ創出促進保証制度要綱」の定めるとおりとします。

保証人・

※　　平成18年度以降の「ベンチャー」、平成17年度以降の「創業」、平成16年度の「創業前」「創業後」及び平成15年度以前の
　　　 「創業」「創業１」「創業２」「創業３」の既往融資残高を含めます。
※　　融資限度額は、令和５年度の「創業・先進」との合算で8,000万円以内とします。

（※２）

（※１）

※１

※２

創業（創業支援特例/創業経保支援特例）
「創業/創業経営者保証不要型」の金利から0.4％優遇

「創業」、「創業経営者保証不要型」をご利用いただける方で、次のいずれかを満たす方

「創業」、「創業経営者保証不要型」の必要書類

1.65％以内
1.75％以内
1.95％以内
2.15％以内
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特徴

スタートアップ支援融資

スタートアップ支援

社会的課題を成長のエンジンに転換して、 持続可能な経済社会の実現に取り組む
スタートアップと呼ばれる方に

ご利用いただける方
　２ページの 「ご利用いただける方」 の条件を満たす中小企業者又は組合で、以下のいずれかに該当する方
（１）�以下リンクまたは QR コード先 「スタートアップ支援」 に記載の事業名 /取組名及び実施事項に

該当する方
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi

（２）「創業」 の融資残高があり、 かつ、 保証申込時点で 「創業」 の要件を満たしている方

融資条件
資金使途 運転資金 ・設備資金

融資限度額 2 億 8,000 万円（組合 4億 8,000 万円）

融資期間 15 年以内（据置期間 2年以内を含む。）

融資利率（年率）

責任共有制度の
対象となる場合

固定金利

3 年以内	 1.85％以内
3年超 5年以内	 1.95％以内
5年超 7年以内	 2.15％以内
7年超10年以内	2.35％以内
10年超	 2.55％以内

変動金利 「短プラ＋0.4％」 以内

責任共有制度の
対象外となる場合

固定金利

3 年以内	 1.65％以内
3年超 5年以内	 1.75％以内
5年超 7年以内	 1.95％以内
7年超10年以内	2.15％以内
10年超	 2.35％以内

変動金利 「短プラ＋0.2％」 以内

返済方法 分割返済（元金据置期間は 2年以内）。 ただし、 融資期間が 2年以内の場合は一括返済
とすることができます。

融資形式 証書又は手形貸付とすることができます。

信用保証料補助 信用保証料の 3分の 2

必要書類 ３ページの申込書類の 「１　共通事項」 のほか、 融資対象であることが確認できる書類
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海外展開に係る独立行政法人日本貿易振興機構信金中央金庫、独立行政法人中小
企業基盤整備機構又は公益財団法人東京都中小企業振興公社の支援を受けた場合、
海外展開支援内容証明書

　 ２ページの 「ご利用いただける方」 の条件を満たす中小企業者で、 独立行政法人日本貿易機構、 信金中
央金庫、 独立行政法人中小企業基盤整備機構若しくは公益財団法人東京都中小企業振興公社による海外
展開に関する支援又は自らの取組により、 海外展開に関する事業計画を策定及び実行する方。

1.85％以内
1.95％以内
2.15％以内
2.35％以内
2.55％以内

15年以内（据置期間２年以内を含む。）

1.65％以内
1.75％以内
1.95％以内
2.15％以内
2.35％以内

3年以内
3年超5年以内
5年超7年以内
7年超10年以内
10年超

3年以内
3年超5年以内
5年超7年以内
7年超10年以内
10年超

販
路
開
拓
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特徴

販路開拓融資

ビジネス・チャンスナビ

ビジネスチャンス ・ ナビを活用して販路開拓を行いたい方に

ご利用いただける方
   ビジネスチャンス ・ナビにユーザー登録している中小企業者又は組合

融資条件
資金使途 運転資金 ・設備資金

融資限度額 1 億円

融資期間
10 年以内（据置期間 1年以内を含む。 ただし、 ビジネスチャンス ・ ナビに掲載された入札 ・
調達案件を受注している場合は、 その工事代金等が入金されるまでの期間を据置期間とする
ことかできる。）

融資利率（年率）

責任共有制度の
対象となる場合 固定金利

3 年以内	 1.85％以内
3年超 5年以内	 1.95％以内
5年超 7年以内	 2.15％以内
7年超	 2.35％以内

責任共有制度の
対象外となる場合 固定金利

3 年以内	 1.65％以内
3年超 5年以内	 1.75％以内
5年超 7年以内	 1.95％以内
7年超	 2.15％以内

返済方法
分割返済（元金据置期間は 1年以内）。 ただし、 融資期間が１年以内（ビジネスチャンス・
ナビに掲載された入札 ・ 調達案件を受注している場合は、 その工事代金等が入金されるまで
の期間）の場合は一括返済とすることができます。

融資形式 証書又は手形貸付とすることができます。

必要書類

・ ３ページの申込書類の 「１　共通事項」
・ ビジネスチャンス ・ ナビへユーザー登録したことが確認できる書類（登録完了メールの写し等）
・ �据置期間が 1年を超える場合は、 ビジネスチャンス ・ ナビに掲載された入札 ・調達案件を受
注していることが確認できる資料

その他
融資限度額には、保証協会の 「ナビ連携 A」 及び 「ナビ連携 B」、平成 29年度以降の 「事
業 ・ ナビ A」 及び 「事業 ・ ナビ B」 並びに令和 2年度以降の 「ナビ A」 及び 「ナビ B」 の
既往融資残高を含めます。
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具・器具、備品等）の導入、増強、改良、補修等（テレワーク又はDX推進に資する設備並びにICT・IoT・AI・
ロボットを活用した設備の導入を含む。）を行う方、又は建物の改修、建替等（耐震化、バリアフリー化を含
む。）を行う方

※　平成 20 年度以降の「立地」、平成 26 年度以降の「設備・立地」並びに、令和 2年度以降の「設備投資」及び「立地促進」の既往
融資残高を含めます。

※　区市町村の制度融資と併用し、又は区市町村の制度融資と同時に申込みをする場合は、区市町村所定の計画書で代用することが
できる。

融資限度額※

1.85％以内
1.95％以内
2.15％以内
2.35％以内
2.55％以内

3年以内
3年超 5年以内
5年超 7年以内
7年超 10年以内
10年超

1.65％以内
1.75％以内
1.95％以内
2.15％以内
2.35％以内

3年以内
3年超 5年以内
5年超 7年以内
7年超 10年以内
10年超

・設備投資計画添付書及び設備計画書

設　
備
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※　平成 20 年度以降の「立地」、平成 26 年度以降の「設備・立地」並びに、令和 2年度以降の「設備投資」及び「立地促進」の既往
融資残高を含めます。

※　区市町村の制度融資と併用し、又は区市町村の制度融資と同時に申込みをする場合は、区市町村所定の計画書で代用することが
できる。

融資限度額※

1.85％以内
1.95％以内
2.15％以内
2.35％以内
2.55％以内

3年以内
3年超 5年以内
5年超 7年以内
7年超 10年以内
10年超

1.65％以内
1.75％以内
1.95％以内
2.15％以内
2.35％以内

3年以内
3年超 5年以内
5年超 7年以内
7年超 10年以内
10年超

・設備投資計画添付書及び設備計画書
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※　平成 20 年度以降の「立地」、平成 26 年度以降の「設備・立地」並びに、令和 2年度以降の「設備投資」及び「立地促進」の既往
融資残高を含めます。

※　区市町村の制度融資と併用し、又は区市町村の制度融資と同時に申込みをする場合は、区市町村所定の計画書で代用することが
できる。

融資限度額※

1.85％以内
1.95％以内
2.15％以内
2.35％以内
2.55％以内

3年以内
3年超 5年以内
5年超 7年以内
7年超 10年以内
10年超

1.65％以内
1.75％以内
1.95％以内
2.15％以内
2.35％以内

3年以内
3年超 5年以内
5年超 7年以内
7年超 10年以内
10年超

・設備投資計画添付書及び設備計画書

経
営
強
化

1

1
2

1.85％以内
1.95％以内
2.15％以内
2.35％以内

3年以内
3年超 5年以内
5年超 7年以内
7年超

1.65％以内
1.75％以内
1.95％以内
2.15％以内

3年以内
3年超 5年以内
5年超 7年以内
7年超
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特徴

経営強化融資

経営力強化保証対応型［都経営力強化］

金融機関などの支援を受けながら、 自作の事業計画に沿って経営力を強化する方に

ご利用いただける方
　２ページ目の 「ご利用いただける方」 の条件を満たす中小企業者で、 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を
受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う方。

融資条件

資金使途

事業計画の実施に必要な運転資金 ・設備資金
なお、そのほか、原則として既往の保証協会の保証付融資の全て借り換えの対象となる。ただし、
経営安定関連保証（５号）については、 経営の安定に必要な事業資金とし、 既往の新型コ
ロナウイルス感染症関連保証に係る借入金※１を借り換える場合に限る。

融資限度額※２ 2 億 8,000 万円（組合 4億 8,000 万円）

融資期間※３ 運転資金　５年以内（据置期間１年以内を含む。）
設備資金　７年以内（据置期間１年以内を含む。）

融資利率（年率）

【固定金利】（融資期間により異なる。 融資時の金利が完済まで適用される。）
融資期間	 ３年以内	 1.85％以内
	 ３年超　５年以内	 1.95％以内
	 ５年超　７年以内	 2.15％以内
	 ７年超	 2.35％以内

返済方法 分割返済（元金据置期間は１年以内）とする。 ただし、 融資期間が１年以内の場合は一
括返済とすることができる。

融資形式 証書貸付又は手形貸付とする。

信用保証料 保証協会の定めるところによる。 なお、 東京都が小規模企業者に対して信用保証料の２分の
１を補助する。

必要書類

・ ３ページの申込書類の 「１　共通書類」
・国の 「経営力強化保証制度要綱」 定める 「経営力強化保証」 申込人資格要件等届出書
・事業行動計画書（申込人が策定したもの）
・ �経営安定関連保証（５号）については、 保険法第２条第５項第５号に規定する市町村
長又は特別区長の認定書

その他 金融機関及び融資対象者の責務及び報告などその他の条件については、 国の 「経営力強化
保証制度要綱」 の定めるとおりとする。

※１　既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金とは以下に掲げるものとする。
・新型コロナウイルス感染症対応資金に係る既往借入金
・伴走支援型特別保証制度に係る既往借入金
・�保険法第 12条に規定する経営安定保証（保険法第２条第５項第４号（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。）
の特定中小企業者に係る係るものに限る。）に係る既往借入金

・�保険法第 15条に規定する危機関連保証（保険法第２条第６項（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。）の特
例中小企業者に係るものに限る。）に係る既往借入金

・�経営安定関連保証（５号）であって令和２年経済産業省告示第 49号により経済産業大臣が認めた場合として定めた期
間内（延長後の期間を含む。）に信用保証協会が保証申込受け付けし、かつ貸付実行された既往借入金

※�２　平成 24年度以降の「都経営力強化」、平成 29年度の「経営支援特例」、平成 30年度の（経営支援（融資対象１）、
令和元年度の「経営支援（融資対象１）」及び令和２年度以降の「強化支援」の既往残高を含める。

※３　この制度によって、既往の保証協会の保証付融資を借り換える場合は 10年以内とする。
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７
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1.95％以内
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2.35％以内
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申込書

チ
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2.15％以内

3年以内
3年超 5年以内
5年超 7年以内
7年超

申込書

【別表】令和７年度東京都中小企業制度融資 融資対象一覧 チャレンジ
東京都の事業

中小企業活力向上プロジェクトアドバンスの「アシストコース」及び中小企業活力向上
プロジェクトアドバンスプラスの「グロースサポート」による支援を受けたもの（事業
計画書を策定し、支援の証明を受けているもの）
商店街チャレンジ戦略支援事業の助成金交付決定を受けたもの
商店街デジタル化推進事業の助成金交付決定を受けたもの
事業可能性評価事業の認定を受けたもの
伝統工芸品産業の振興事業の支援・認定を受けたもの
中小企業ニューマーケット開拓支援事業の支援を受けたもの
東京都ベンチャー技術大賞において表彰を受けたもの
中小企業技術活性化支援事業の助成金交付決定を受けたもの
明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業の助成金交付決定を受けたもの
東京都認証保育所事業の認証を受けたもの
東京における地区物流効率化認定制度の認定を受けたもの
東京における産業廃棄物処理業者の適正処理・資源化の取組に係る優良性基準適合認定
制度の認定を受けたもの

その他
研究開発等の支援のために、国・地方公共団体・その他関連団体から助成金交付決定を
受けたもの
「中心市街地の活性化に関する法律（平成 10年法律第 92号）」の認定を受けたもの

チ
ャ
レ
ン
ジ
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2.15％以内
2.35％以内
1.65％以内
1.75％以内
1.95％以内
2.15％以内

承継 （承継前）
事業承継計画書（承継後）

事
業
承
継
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1.95％以内
2.15％以内
2.35％以内
1.65％以内
1.75％以内
1.95％以内
2.15％以内

承継 （承継前）
事業承継計画書（承継後）

。
。

※　令和 2年度以降の「承継経保」の既往融資残高を含めます。

融資限度額※

信用保証料の 3分の 2

３

国の 「事業承継特別保証制度要綱」 に定める期間に事業承継を実施しており、 事業承継日から３年
を経過していないこと。

1.85％以内
1.95％以内
2.15％以内
2.35％以内

10

事
業
承
継
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。

次の（１）又は（２）のいずれかを満たす方

1.85％以内
1.95％以内
2.15％以内
2.35％以内
2.55％以内

3年以内
3年超 5年以内
5年超 7年以内
7年超 10年以内
10年超

事
業
承
継
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。

次の（１）又は（２）のいずれかを満たす方

1.85％以内
1.95％以内
2.15％以内
2.35％以内
2.55％以内

3年以内
3年超 5年以内
5年超 7年以内
7年超 10年以内
10年超

事
業
承
継

1.65％以内
1.75％以内
1.95％以内
2.15％以内
2.35％以内

3年以内
3年超 5年以内
5年超 7年以内
7年超 10年以内
10年超

事業承継融資

事業承継（事業承継支援特例）
▶ 特例措置 ～ 「事業承継」 の金利から 0.2％優遇

ご利用いただける方
　「事業承継一般、事業承継経営者保証不要型又は事業承継個人融資型（１）」をご利用いただいている方で、次
のいずれかの条件を満たす方

（１�）地域持続化支援事業による東京商工会議所、 東京都商工会連合会又は町田商工会議所からの支援を
１年以内に複数回受け、 その証明を受けていること。

（２�）公益財団法人東京都中小企業振興公社における事業承継 ・再生支援事業による支援を１年以内に複
数回受け、 その証明を受けていること。

（３�）一般社団法人東京都信用金庫協会及び一般社団法人東京都信用組合協会が行う 「地域金融機関に
よる事業承継促進事業」 における、 事業承継計画策定のための専門家派遣支援を１年以内に受け、 その
証明を受けていること。

必 要 書 類
・「事業承継一般、事業承継経営者保証不要型又は事業承継個人融資型」の必要書類
・�支援団体が発行する事業承継支援内容証明書
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特徴

事業承継融資

M&A促進
M&Aによる事業承継に取組みたい方に

ご利用いただける方
　２ページの 「ご利用いただける方」 の条件を満たす中小企業者で、 M&A実施に要する資金を使途とすること。 ただ
し売却側は、 M&A実施後に残存事業を継続することを前提としている場合のみ融資申込することができる。

融資条件
資金使途 運転資金 ・設備資金

融資限度額 2 億 8,000 万円（組合 4億 8,000 万円）

融資期間 15 年以内（据置期間５年以内を含む。）

融資利率（年率）

責任共有制度の
対象となる場合 固定金利

3 年以内	 1.85％
3年超 5年以内	 1.95％
5年超 7年以内	 2.15％
7年超 10年以内	 2.35％
10 年超	 2.55％

責任共有制度の
対象外となる場合 固定金利

3 年以内	 1.65％
3年超 5年以内	 1.75％
5年超 7年以内	 1.95％
7年超 10年以内	 2.15％
10 年超	 2.35％

返済方法 分割返済（元金据置期間は５年以内）。 ただし、 融資期間が１年以内の場合は一括返済
とすることができます。

融資形式 証書又は手形貸付とすることができます。

信用保証料補助 信用保証料の 3分の 2

必要書類 ・ ３ページの申込書類の 「１ 共通事項」
・ M&A確認書
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。

1.85％以内
1.95％以内
2.15％以内
2.35％以内
1.65％以内
1.75％以内
1.95％以内
2.15％以内

経
営
安
定
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1.85％以内
1.95％以内
2.15％以内
2.35％以内
1.65％以内
1.75％以内
1.95％以内
2.15％以内

売上 ・利益率の減少、 取引先の倒産、 災害等に対応

２億8,000万円（組合4億8,000万円）

（４）売上高営業利益率が前年同期比20％以上減少している。
（５）

（７）

（８）

9

定
安
営
経
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（９）　 東京都知事が指定する経営環境の急激な変化によって事業活動に支障を生じているものであって（米国
関税措置関連）、別に定める要件に該当している。
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ただし、ご利用いただける方の（９）に該当するものは、全事業者に対し、
信用保証料の２分の１
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経営改善（フェニックス金融支援パッケージ）

次の①及び②を満たす場合に、経営者保証を免除することができます（信用保証料の
上乗せ分も都が補助）。

２ページの 「ご利用いただける方」 の条件を満たす中小企業者又は組合で、事業再生計画実施関連保証（経
営改善 ・再生支援強化型）に定める要件（経営サポート会議等による検討に基づき作成又は決定された事業
再生の計画に従って事業再生を行い、 金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行うこと等）に該当す
る方 【国の全国統一保証制度】

1.85％以内
1.95％以内
2.15％以内
2.35％以内
2.55％以内

３

3年以内
3年超5年以内
5年超7年以内
7年超10年以内
10年超

1.65％以内
1.75％以内
1.95％以内
2.15％以内
2.35％以内

3年以内
3年超5年以内
5年超7年以内
7年超10年以内
10年超

国補助後の事業者負担のうち、３分の２相当分を都が補助

３

７ ８

経
営
安
定
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経営改善（フェニックス金融支援パッケージ）

次の①及び②を満たす場合に、経営者保証を免除することができます（信用保証料の
上乗せ分も都が補助）。

２ページの 「ご利用いただける方」 の条件を満たす中小企業者又は組合で、事業再生計画実施関連保証（経
営改善 ・再生支援強化型）に定める要件（経営サポート会議等による検討に基づき作成又は決定された事業
再生の計画に従って事業再生を行い、 金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行うこと等）に該当す
る方 【国の全国統一保証制度】

1.85％以内
1.95％以内
2.15％以内
2.35％以内
2.55％以内

３

3年以内
3年超5年以内
5年超7年以内
7年超10年以内
10年超

1.65％以内
1.75％以内
1.95％以内
2.15％以内
2.35％以内

3年以内
3年超5年以内
5年超7年以内
7年超10年以内
10年超

国補助後の事業者負担のうち、３分の２相当分を都が補助

３

７ ８

10年以内（据置期間１年以内を含む。）

分割返済（元金据置期間は１年以内）

借
換・再
生

支
援
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ご利用いただける方の（１）の場合は、 東日本大震災復興緊急保証の適用期間内に
貸付実行することが必要です。
ご利用いただける方の（２）の場合は、 危機指定期間内に危機関連保証の認定申請が
されていることが必要です。

1.65％以内
1.75％以内
1.95％以内
2.15％以内

危
機
対
応
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ご利用いただける方の（１）の場合は、 東日本大震災復興緊急保証の適用期間内に
貸付実行することが必要です。
ご利用いただける方の（２）の場合は、 危機指定期間内に危機関連保証の認定申請が
されていることが必要です。

1.65％以内
1.75％以内
1.95％以内
2.15％以内

２ページの「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者又は組合で、以下のいずれかに該当する方
・ 事業再構築 ・ 業態転換事業計画書を策定していること。
・ 国の「事業再構築補助金」の交付決定を受けていること。

信用保証料の３分の２

事業・業態転換

※　令和３年度及び令和４年度以降の「事業・業態転換」を含める。

。

事業再構築・業態転換

・ 3 ページの申込書類の 「１　共通書類」「金融 ・ 経営一体型支援事業」
・ 事業再構築 ・ 業態転換事業計画書
・ 支援内容証明書
・ 融資対象であることが確認できる書類の写し

1.85％以内
2.35％以内

1.65％以内
2.15％以内

事業転換や事業の多角化、業態転換等に取り組む方に

・ 「金融 ・ 経営一体型支援事業」 の支援を受けていること。

事
業
・
業
態

転
換
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転
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事業 ・業態転換

省エネルギー推進支援特例
ご利用いただける方

「事業 ・業態転換」 をご利用いただいている方で、 以下のいずれかを満たす方
・ �事業再構築・業態転換計画書について、エネルギー対策に係る計画を策定し、当該対策を実施した際の省エネルギー
削減効果を記載すること。
・ 「事業再構築補助金」 について、 「グリーン成長枠」 の交付決定を受けていること。

融資条件
資金使途 運転資金 ・設備資金

融資限度額 2 億 8,000 万円（組合 4億 8,000 万円）

融資期間 15 年以内（据置期間５年以内を含む。）

融資利率以外の
融資条件 事業 ・業態転換に準ずる

融資利率（年率） 事業 ・業態転換の融資利率から 0.2％優遇した金利

返済方法 分割返済（元金据置期間は５年以内）とする。
ただし、 融資期間が１年以内の場合は一括返済とすることができます。

融資形式 証書貸付又は手形貸付

信用保証料補助 信用保証料の 3分の 2

必要書類 ・３ページの申込書類の「１　共通書類」
・融資対象であることが確認できる書類の写し

※ ��令和 3年度及び令和４年度以降の 「事業 ・業態転換」 を含める。
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特徴

緊急融資

エネルギー・ウクライナ情勢・円安等対応緊急融資
（略称：エネルギー・ウクライナ・円安等）

ウクライナ情勢の変化や原油 ・ エネルギー価格その他物価の高騰、 円安等の要因
により事業活動に影響を受けている方へ（感染症融資の借換も可能です）

ご利用いただける方
　2 ページの 「ご利用いただける方」 の条件を満たす中小企業者で又は組合で、（１）又は（２）を満たすもの。（１）
を満たすものは借換対象コロナ融資の借換融資として、（２）を満たすものは当該要因に係る資金繰り改善を資金使
途とした融資対象とすることができる。
（１）次のア及びイを満たすもの

ア　借換対象コロナ融資の融資残高がある。
イ　事業計画を策定し、 資金繰りの安定化や経営改善に取り組むこと。

（２）次のア及びイを満たすもの
ア�　ウクライナ情勢、 新型コロナウイルス感染症、 円安又はエネルギー関連の要因等を発端として、 事業活動に
影響を受けていること。
イ　次のいずれかを満たすもの
①�「最近 3 か月間（申込月の前々月を含めること。）の売上実績」 又は 「今後 3 か月間（申込月の翌月
を含めること。）の売上見込」 が直近同期と比較して 10%以上減少していること。

② 「最近 1 か月間の売上高総利益率」 が直近同期と比較して 10%以上減少していること。
③ 「最近 1 か月間の売上高営業利益率」 が直近同期と比較して 10%以上減少していること。

融資条件
資金使途 運転資金 ・設備資金
融資限度額 2 億 8,000 万円（組合 4億 8,000 万円）
融資期間 15 年以内（据置期間５年以内を含む。）

融資利率（年率）

責任共有制度の
対象となる場合 固定金利

3 年以内	 1.85％以内
3年超 5年以内	 1.95％以内
5年超 7年以内	 2.15％以内
7年超 10年以内	 2.35％以内
10年超	 2.55％以内

責任共有制度の
対象外となる場合 固定金利

3 年以内	 1.65％以内
3年超 5年以内	 1.75％以内
5年超 7年以内	 1.95％以内
7年超 10年以内	 2.15％以内
10年超	 2.35％以内

返済方法 分割返済（元金据置期間は５年以内）。 ただし、 融資期間が１年以内の場合は一括返済
とすることができます。

融資形式 証書又は手形貸付とすることができます。

信用保証料補助

融資残高に応じて以下のとおり東京都が信用保証料を補助する。
【8,000 万円以下】 信用保証料の５分の４
【8,000 万円超】 信用保証料の３分の２を補助（信用保険法第 2条第 3項に定める小
規模事業者に対しては、 信用保証料の 4分の 3）

必要書類

・３ページの申込書類の「１　共通事項」
・「エネルギー・ウクライナ情勢・円安等対応緊急融資」該当届
・�借り換えの場合：「エネルギー・ウクライナ・円安等」の借換えのかかる事業計画書及び情報提
供に関する同意書
・融資対象であることが確認できる書類（試算表、帳簿の写し等）

※�令和 3年度以降の 「経営一般（ウクライナ情勢対応緊急融資）」 及び令和 4年度の 「ウクライナ情勢 ・ 円安等対応緊急
融資」、 令和 5年度の 「新型コロナウイルス感染症 ・ ウクライナ情勢 ・ 円安 ・ エネルギー等対応緊急融資（借換を伴わない
場合）」 の既往融資残高を含める。
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